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訴        状 
 

２００４（平成１６）年１１月９日 

 

宇都宮地方裁判所 民事部 御中 

 

原告ら訴訟代理人 弁護士 大 木 一 俊 

外３６名（別紙「代理人目録」記載のとおり） 

 

当事者の表示         別紙「当事者目録」記載のとおり 

 

公金支出差止等請求住民訴訟事件 

 

訴訟物の価格   金６４０万円 

貼用印紙額    金３万６０００円 

 

第１ 請求の趣旨 

１ 被告宇都宮市水道事業管理者は、湯西川ダム建設事業に、次の各負担金の支出をして

はならない。 

（１）特定多目的ダム法第７条に基づく建設負担金 

（２）水源地域対策特別措置法第１２条第１項第１号に基づく、水源地域整備事業の経費

負担金 

（３）財団法人利根川・荒川水源地域対策基金の事業経費負担金 

 

２ 被告宇都宮市水道事業管理者が国土交通大臣に対し、湯西川ダム使用権設定申請を取

り下げる権利の行使を怠る事実が違法であることを確認する。 

 

３ 被告宇都宮市長は、湯西川ダム建設事業に関し、宇都宮水道事業管理者が特定多目的

ダム法第７条に基づく建設費負担金を支出するについて、これを補助するために行なう

一般会計から水道事業特別会計に対する繰出金を支出してはならない。 
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４ 被告宇都宮市長は、宇都宮市を代表して次の各損害賠償請求をせよ。 

（１）債務者今井利男（２００４（平成１６）年９月１０日以前の１年間において宇都宮

市水道事業管理者の地位にあった者）に対し、金８億３９５９万４２５３円及びこれ

に対する２００４（平成１６）年９月１０日から支払済みまで年５分の割合による遅

延損害金 

（２）債務者福田富一（２００４（平成１６）年９月１０日以前の１年間において宇都宮

市長の地位にあった者）に対し、金１億８９８０万円及びこれに対する２００４（平

成１６）年９月１０日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金 

 

５ 訴訟費用は被告らの負担とする。 

 

第２ 請求の原因 

１ 当事者 

（１）原告は、いずれも宇都宮市の住民である。 

（２）被告宇都宮水道事業管理者は、地方公営企業法に基づき宇都宮市が経営する水道事

業及び工業用水道事業に関し、その業務を執行し、かつ当該事業につき宇都宮市を代

表する権限を有する者である。 

（３）被告宇都宮市長は、宇都宮市の執行機関であって、宇都宮市の財産を管理する一般

的権限を有するものである。 

 

２ 本件住民訴訟の対象となる事業 

（１）湯西川ダム建設事業の概要

ア 湯西川ダムは、国（国土交通省）を事業主体として、利根川水系湯西川に建設され

る治水及び利水を目的とする多目的ダムであり、その諸元等は以下のとおりである。

① 位置 

栃木県塩谷郡栗山村大字西川 

② 規模 

堤高       １１９ｍ 

総貯水容量    ７５００万００００ 
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有効貯水容量   ７２００万００００

集水面積     １０２．０㎢

湛水面積     １９８ｈａ

③ 型式 

重力式コンクリートダム 

④ 工期 

   １９８２（昭和５７）年度（実施計画調査着手時）～２０１１（平成２３）年度

（完成予定時）



イ 現事業計画に至る経緯

（ア）湯西川ダム建設事業（以下「本件ダム事業」という）は、首都圏における水需要

の増大を背景に、１９６９（昭和４４）年度に構想されたものであるが、１９７３

（昭和４８）年改定の利根川水系の工事実施基本計画では、鬼怒川水系の治水ダム

計画には入っておらず、この時点における鬼怒川水系の治水ダム計画は、五十里ダ

ム、川俣ダム、川治ダムで完結することになっていた。ところが、１９８０年（昭

和５５）年に策定された利根川水工事実施基本計画では、湯西川ダムが新たに治水

ダムとして追加され、計画が本格化するに至った。

（イ）当初計画では、宇都宮市に対し一日最大５万２７００㎥（０．６１㎥／秒）、茨

城県に対し一日最大１２万２７００㎥（１．４２㎥／秒）、千葉県に対し一日最大

１３万０５００㎥（１．５１㎥／秒）の水道用水を、また、千葉県に対し一日最大

３万９７００㎥（０．４６㎥／秒）の工業用水の取水を可能とすることを予定して

おり、ダム堤の高さ１３０ｍ、総貯水容量９９００万㎥の大規模ダムであった。

しかし、後述する各自治体における水余りを背景に利水参画量が減少したことか

ら、２００３（平成１５）年１１月には、現計画に変更になり、利水量も、水道用

水については、宇都宮市が０．３０㎥／秒に、茨城県が０．２１８㎥／秒に、それ

ぞれ減少になり、千葉県の工業用水についても、０．１９㎥／秒に減少となった。

（ウ）このように計画の規模が縮小したにもかかわらず、事業費は、当初は１９８４（昭

和５９）年度単価で約８８０億円の予定であったものが、２００３（平成１５）年

度単価で約１８４０億円と２倍以上の増額となった。
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ウ 本件ダム事業の目的 

   本件ダム事業の目的としては、以下の５つが上げられている。 

  ① 洪水調整 

    湯西川ダム地点の計画高水流量８５０㎥／秒のうち、８１０㎥／秒の洪水調節を行

なうことにより、湯西川ダム下流の鬼怒川及び利根川本川の下流地域の洪水被害の軽

減を図ること。 

② 流水の正常な機能の維持 

    五十里ダム下流及び鬼怒川・利根川本川沿岸の既得用水の補給等流水の正常な機能

の維持を図ること。 

  ③ かんがい 

    農業用水の必要流量が不足している時に、貯留している水を随時放流することによ

り、年間を通じて安定的に利用できる流量を確保するため、田川沿岸の約２０００ha

の農地に対するかんがい用水の補給を行なうこと。 

④ 水道用水 

宇都宮市に対し、新たに一日最大２万５９００㎥（０．３０㎥／秒）、茨城県に対し、

新たに一日最大１万８８００㎥（０．２１８㎥／秒）、千葉県に対し一日最大１３万

０５００㎥（１．５１㎥／秒）の水道用水の取得を可能とすること。 

⑤ 千葉県に対し、新たに一日最大１万６４００㎥（０．１９㎥／秒）の工業用水の取

得を可能とすること。

 

エ 湯西川ダムの貯水量の配分 

湯西川ダムの総貯水量７５００万㎥の配分は、以下のとおりである。 

   洪水調節容量      ３０００万㎥ 

   流水の正常な機能の維持 １７９０万㎥（洪水期）、２９８０万㎥（非洪水期） 

   かんがい用水       ３１０万㎥（洪水期）、 ３８０万㎥（非洪水期） 

   水道用水        １９２０．１万㎥（洪水期）、３５１１．１万㎥（非洪水期） 

   工業用水         １７９．９万㎥（洪水期）、 ３２８．９万㎥（非洪水期） 

   堆砂容量         ３００万㎥  

 

オ 本件ダム事業の事業費 
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（ア）本件ダムの総事業費

本件ダム事業の事業費は、２００３（平成１５）年度単価で約１８４０億円とされ

ているが、この外にも、水源地域対策特別措置法（以下「水特法」という）に基づく

事業及び基金事業にも多額の費用が見込まれており、それらも合わせると、本件ダム

事業の事業費は約２１５０億円になり、さらに資金調達のための起債の利息の負担や

事業費の高騰等の事情も含めると、最終的な支出額は、この倍程度になるものと予想

される。 

（イ）宇都宮市の負担額 

本件ダム事業費のうち、宇都宮市の負担割合は５．０％であり、約９２億円を負担す

る。この外に、水特法に基づく事業の負担金２４億４００８万７０００円及び基金事業

の負担額約７億円を含めると、宇都宮市の総負担額は約１２３億円にもなる。さらに、

それら事業費の資金を調達するための起債の利息が加わるので、宇都宮市民の総負担額

は２００億円を超えることが予想される。 

最近 1 年間における、湯西川ダム建設事業への宇都宮市の支出額は、後述のとおり８

億３９５９万４２５３円である。 

 

３ 本件住民訴訟の対象となる財務会計行為及び怠る事実 

（１）負担１～特定多目的ダム法に基づく利水関係負担金～

 ア 特定多目的ダム法（以下「特ダム法」）第７条により、ダム使用権の設定予定者（ダ

ム使用権の設定を申請し、基本計画において設定予定者と定められた者）は、当該多

目的ダムの建設に要する費用のうち同法施行令所定の方法で算出される額の費用を

負担すべきものとされている。



 イ ２００３（平成１５）年１１月に変更後の基本計画において事業費総額約１８４０

億円のうち、ダム使用権設定予定者としての宇都宮市は、その５．０％（９２億円）

の費用を負担することが予定されている。

そのうち、２００３（平成１５）年９月１０日から平成１６（２００４）年９月９

日までの１年間の支出分は、６億２８８６万７０００円である。



 ウ ダム使用権の設定予定者は、設定申請を取り下げることができる。この場合、既に
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国に納付済みの負担金は還付される（ただし、国は基本計画が廃止されるか、あらた

にダム使用権の設定予定者が定められるまでは、その還付を停止することができる、

特ダム法第１２条）。

  また、設定申請の取り下げという行為を特に経由しなくても、ダム使用権設定予定

者が単に負担金の納付をしないだけで、設定申請は当然に却下され（特ダム法第１６

条２項）、この場合も、設定申請が取り下げられた場合と同一の条件で、納付済みの

負担金は還付される（同法第１２条）。

   

（２）負担２～水源地域対策特別措置法に基づく利水・治水関係負担金～

 ア ダム建設固有の費用とは別に、ダムの建設によって水没その他生活条件等の著しく

変化する地域の生活環境、産業基盤等を整備する必要が生じうる。

これに対処する事業が水特法に基づく水源地域整備事業であるが、同事業の費用の

一部は利水予定者や、治水効果を享受する地域を含む地方公共団体に負担させること

ができるものとされている（水特法１２条）。

 

 イ 本件ダムは１９８６（昭和６１）年３月に水特法の対象ダムに指定され、１９９８

（平成１０）年１月に同法第４条第３項に基づく水源地域整備計画が公示された。こ

れを受けて関係県間及び栃木県と宇都宮市の間において同年５月１２日付で水源地

域整備事業に関する費用の負担割合が協定された。 

 

 ウ この協定に基づき宇都宮市が負担することが予定されている負担金は、総負担金１

６９億０９８１万７０００円の１４．４３％（２４億４００８万６５９３円）に上る。 

このうち、２００３（平成１５）年９月１０日から２００４（平成１６）年９月９

日までの１年間に支出された負担金は、１億６０２６万４０００円である。 

 

（３）負担３～水源地域対策基金に対する利水・治水関係負担金 

 ア 水特法に基づく事業を補完し、水没地域の関係住民の生活再建等の一層の充実を図

る、という目的で、１９７６（昭和５１）年１２月に財団法人利根川・荒川水源地域

対策基金（以下「対策基金」という）が設立された。基本基金１０億円の拠出団体は

利根川・荒川流域の１都５県である。 
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 イ 本件ダム事業は、１９９３（平成５）年２月、対策基金の対象ダムに指定され、そ

の事業費に関し、関係都県間で、その負担割合に関する協定書が締結された。この協

定に基づき宇都宮市は、総事業費の１５．２％を負担することとなった。 

 

 ウ 基金事業は１９９４（平成６）年度から実施されているが、２００３（平成１５）

年までの総事業費は１１億５７０５万１０００円であり、うち宇都宮市の負担額は１

億７５８７万３０００円である。このうち、２００３（平成１５）年９月１０日から

２００４（平成１６）年９月９日までの１年間に支出された負担金は、５０４６万３

２５３円である。 

 

（４）小括 

   本件住民訴訟の対象となる「財務会計行為」は、被告宇都宮水道事業管理者による

上記負担１ないし３の各支出である。 

被告宇都宮市長は、一般会計から水道事業特別会計への繰出金の支出という形で水

道事業管理者を経由して負担金１にあたる支出も行なっており、これも本件の対象に

含まれる。その金額は、２００３（平成１５）年９月１０日から２００４（平成１６）

年９月９日までの分で、１億８９８０万円と推定される。 

なお、負担１の前提となる、ダム使用権の設定予定者たる地位は宇都宮市の財産で

あるが、負担を免れるために設定申請を取り下げるという「財産管理を怠る事実」の

違法確認を、本件においては、あわせて請求している。 

 

３ 被告らが財務会計行為および財産管理をなすにあたり遵守すべき法規範の内容 

（１）地方財政法第４条 

 ア 「地方自治行政の基本的原則」等を定めた地方自治法第２条１４項は、「地方公共団

体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の

経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規定している。 

この「最少の経費による最大の効果」の原則を予算執行の立場から表現した規定が

地方財政法第４条であり、その第１項は、「地方公共団体の経費は、その目的を達成

するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」と規定して
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いる。 

 

 イ 地方公共団体の執行機関が公金を支出するに際して上記条項を遵守すべきことは当

然である。 

ちなみに地方自治法は第２条１６項において、「地方公共団体は法令に違反してそ

の事務を処理してはならない」と規定し、第１３８条の１において、「普通地方公共

団体の執行機関は（中略）法令、規則その他の規定に基づく当該普通公共団体の事務

を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う」と規定して

いる。 

 

 ウ 水道事業管理者を含む地方公営企業管理者は、当該地方公営企業の業務につき執行

権、代表権を有するが、地方公営企業法は、地方自治法・地方財政法の特例を定めた

法律である（同法第６条）から、地方自治法、地方財政法の上記各規定は（地方公営

企業法上、その特例を定める規定がない以上）、地方公営企業の遵守すべき法規範で

ある。 

 

 エ 従って、被告らがいずれも前述の各負担金を支出するについて、地方財政法４条の

適用を受けることは当然である。 

 

（２）地方財政法第３条 

 ア 地方財政法第３条２項は、「地方公共団体は、あらゆる資料に基づいて正確にその財

源を補そくし、且つ、経済の現実に即応して、その収入を算定し、これを予算に計上

しなければならない」と規定している。 

 

イ 被告水道事業管理者がダム使用権の設定を申請し、そのために必要とされる負担金

を負担、支出する行為は、ダム使用権の設定によって確保される水道用水に対する需

要が確実に存在し、従ってこれを供給することによって「経済の現実に即応する収入」

を算定することが可能であるという判断に裏付けられていなければならない。 

 

 ウ 従って、被告水道事業管理者が、その財務会計行為について地方財政法第３条２項
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の適用を受けることは当然である。 

 

（３）地方財政法第８条 

 ア 地方財政法第８条は、「地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理

し、その所有の目的に応じて最も効率的にこれを運用しなければならない。」と規定

しており、前述のとおりこの規定は地方公営企業にも適用される。 

 

 イ ダム使用権は物権である（特ダム法第２０条）から、ダムの完成を停止条件として

その設定を受けるべき地位、すなわちダム使用権の設定予定者の地位は、水道事業な

いし工業用水道事業の用に供する資産（地方公営企業法第９条第７号）であり、従っ

て地方公共団体の財産である（地方自治法第２３７条）。 

権利が義務と表裏一体の関係にある場合は、権利を放棄することによって義務を免

れることが客観的に最も効率的な財産管理となる場合もありうる。 

 

 ウ 水道事業管理者は、水道事業に属する資産を管理するに際して、地方財政法第８条

の適用を受け、権利放棄（申請の取下げ）という選択肢を含めて最も効率的な財産管

理を行なう責任を、宇都宮市に対し負っている。 

 

５ 財務会計行為及び財産管理を怠る事実の違法性 

（１）水需要の減少傾向で必要性が失われた湯西川ダム 

ア 利根川下流域自治体における水余り 

（ア）利根川・荒川流域にある首都圏１都５県の都市用水（水道用水および工業用水） 

の給水実績は、１９９０年代以降漸減傾向にある。この間の首都圏人口の漸増傾向

にもかかわらず水需要が減少しているのであるから、首都圏の人口の減少がはじま

る２０１５年以降は、更に水需要の減少は加速される。 

 （イ）これを東京都について見るに、上水道の給水実績も、１９７０年代後半をピーク

として漸減し、２００３年度における１日最大給水量（同年９月３日）は５０６万

㎥まで低下した。２００４（平成１６）年７月～８月の猛暑期間中においても、１

日当たり最大給水量は５２２万㎥にとどまった。これは、一人当たりの給水量が水

道の漏水防止対策の向上と節水型機器の普及に伴って減少したためである。 
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（ウ）また、本件ダム事業によって、一日最大１万８８００㎥（０．２１８㎥／秒）の

水道用水の利水を予定している茨城県においても、近年上水道の給水実績は頭打ち

の状態になっており２００２（平成１４）年度における１日最大給水量は１０３万

㎥（約１１．９２㎥／秒）にとどまっている。そして、県営工業用水道の給水実績

も、同様の傾向にあり、２００２年度における一日最大給水量は約６７万㎥であり、

同年度における茨城県の上水道及び県営工業用水道の一日最大給水量は約１７０

万㎥である。 

他方、茨城県の河川水の水利権は上水道と県営工業用水道を合わせると、給水量

換算で、霞ヶ浦開発で１６２万㎥／日、その他で５７万㎥／日と合計約２１９万㎥

／日（約２５．３５㎥／秒）も存在する。茨城県はこの外に約２８万㎥／日の地下

水水源を有しているので、合計で約２４７万㎥／日の水源を保有している。 

従って、茨城県は２００２年時点で既に約７７万㎥／日（約８．９１２㎥／秒）

の余剰水源を有しており、本件ダム事業はもちろんのこと思川開発事業や八ッ場ダ

ム事業等の新たな水源開発に参加する必要性がなくなっている。 

（エ）同様に、本件ダム事業によって、一日最大１３万０５００㎥（１．５１㎥／秒）

の水道用水と一日最大１万６４００㎥（０．１９㎥／秒）の工業用水の利水を予定

している千葉県においても、上水道の給水実績は最近１０年間横ばい状態が続いて

おり、２００２（平成１４）年度における１日最大給水量は２１３万㎥（約２４．

６５㎥／秒）にとどまっている。これに、工業用水道を合わせても同年度における

一日最大給水量は約２９９万㎥／日（約３４．６１㎥／秒）である。 

他方、千葉県の保有水源は、工業用水道や地下水も含めると約３７０万㎥／日（約

４２．８２４㎥／秒）も存在している。 

従って、千葉県も２００２年時点で既に約７１万㎥／日（約８．２２㎥／秒）も

の余剰水源を有しており、本件ダム事業はもちろんのこと思川開発事業や八ッ場ダ

ム事業等の新たな水源開発に参加する必要性がなくなっている。 

（オ）ちなみに国土庁が１９７８（昭和５３）年に発表した「長期水需給計画」では、

１９９０（平成２）年の都市用水の全国における需要を１億３１００万㎥／日と予

測していたが、同年の実績値は、その６０％の７８００万㎥／日に過ぎなかった。 

また、１９８７（昭和６２）年に策定された「ウォータープラン２０００」にお

いては、目標年次（２０００年）の需要予測を１億１０３０万㎥／日と下方修正し
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たが、それでも実績値は予測値の７０％程度に過ぎなかった。 

さらに、１９９９（平成１１）年に策定された「ウォータープラン２１」では、

需要予測の大幅な下方修正が行われたものの、２００２（平成１４）年時点で実績

値と早くも８００万㎥／日に近い乖離が生じている。全国レベルでも、地域レベル

でも公共事業の需要予測は、常にあまりにも過大になされているのである。 

（カ）利水目的のために計画された利根川流域のダム、貯水池が１９９７年度以降つぎ

つぎと中止されている。中止されたダム事業と各ダムの計画上の有効貯水量は以下

のとおりである。 

   ①国の直轄事業、 

   ・川古ダム（群馬県）                         ４５００万㎥ 

    ・印旛沼総合開発（千葉県）                      ４４６９万㎥ 

    ・江戸川総合開発（東京都）                       ７１０万㎥ 

    ・稲戸井調節池総合開発（茨城県）                １５９０万㎥  

    ・渡良瀬遊水池総合開発Ⅱ期事業（栃木県、群馬県）１０５０万㎥ 

   ②水資源機構（旧水資源開発公団）の事業        

    ・平川ダム（群馬県）              ４４００万㎥ 

    ・思川開発のうち大谷川分水（行川ダム）（栃木県）  ４５０万㎥ 

    ・栗原川ダム（群馬県）             ４５５０万㎥ 

    ・戸倉ダム（群馬県）              ６４００万㎥ 

 

   ③国の補助を受けて各県が行う事業、 

    ・東大芦川ダム（栃木県）              ８６４万㎥ 

    ・倉渕ダム（群馬県）               ８７０万㎥ 

    （ただし倉渕ダムは「凍結」と説明されている） 

上記１１ダムの計画上の有効貯水量の合計（２万９８５３万㎥）は、本件湯西川ダ

ムの有効貯水量（７２００万㎥）の４倍以上に達する。これらの計画があいついで中

止されたことは、利水目的ダムの必要性に関する利根川・荒川フルプランの想定が根

拠を失っていることを如実に示すものである。 

 

イ 宇都宮市における水余り 
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（ア）宇都宮市水道局は、宇都宮市及び河内町を給水区域としている。宇都宮市水道局の

一日最大給水量は、１９９４（平成６）年の２２万４５２８㎥をピークに年々減少し、

２００３（平成１５）年には２０万０８６２㎥まで減少している。 

   この間の給水区域内の人口を見てみると、１９９４年に４６万６８７４人（宇都宮

市が４３万４１３２人、河内町が３万２７４２人）であったものが、２００３年には

４８万５１２３人（宇都宮市が４４万９６８７人、河内町が３万５４３６人）とわず

かであるが増加している。 

にもかかわらず、給水量が減少しているのは、一人当たりの給水量が減少してい

るからである。１９９４年には一日最大給水量が４９８ℓ、平均給水量が４１８ℓで

あったものが、２００３年にはそれぞれ、４２５ℓ、３６５ℓと約１５％も減少して

いるのである。この背景には、他の自治体と同様に、漏水防止対策の強化及び節水

機器の普及等の要因がある。 

（イ）宇都宮市水道局では、１９９４年度から２００６（平成１８）年度を目標年度とし

て第６期水道拡張事業が実施されているが、当初計画では目標年度の給水人口を５６

万５３００人とし、一日最大給水量を３２万㎥としていたが、過大な予測であり実態

にあわないことから、１９９９（平成１１）年には計画を変更し、２０２０（平成３

２）年において、給水人口５５万０７００人、一日最大給水量を３１万㎥に下方修正

した。 

   この計画も実態にあわないことから、２００３（平成１５）年には、さらに予測を

下方修正して、一日最大給水量が、２０００年の２０万３６３０㎥から、２００５（平

成１７）年には２１万６８００㎥、２０１０年（平成２２）年には２２万１０００㎥、

２０１５（平成２７）年には２２万４９００㎥、２０２０（平成３２）年にはピーク

２２万５９００㎥と上昇した後、それ以降は減少して、２０２５（平成３７）年には

２２万４１００㎥になるとした。 

（ウ）しかし、前述のとおり、２００３年の一日最大給水量は２０万０９３６㎥に減少

しており、２００５年度に２１万６８００㎥に達するためには、一人当たりの最大

給水量が２００３年度の４２５ℓと変わらないと仮定しても、人口が３万７３２７

人も増加しなければならないので、この予測と実績が一致することは不可能である。 

宇都宮市が２００３（平成１５）年２月に策定した「第４次宇都宮市総合計画改定

基本計画」によると、宇都宮市の人口は、２００１（平成１３）年の４４万５１０９
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から、２００６（平成１８）年には４５万０７００人、２０１１（平成２３）年には

ピークの４５万３４００人になるものとの予測をしている。 

また、河内町が１９９６（平成８）年３月に策定した新総合計画では、同年３万３

０６５人であった人口が、２００５（平成１７）年には４万１０００人になると予測

したが、実績は２００４年１０月時点で３万５３３７人であり、最近は微増あるいは

横ばい状態であるから、２０１１年における宇都宮市と河内町を合わせたピーク時の

人口は、せいぜい４９万人程度にしかならないと予想される。 

（エ）また、宇都宮水道局が、この行政区域内の推定人口４９万人すべてに給水するとし

た場合、一人当たりの最大給水量が２００３年度の４２５ℓと同じであることを前提に

して計算しても、２０１１年における一日最大給水量は２０万８２５０㎥に過ぎない。 

実際はさらに節水傾向が進むと思われるので、一日最大給水量は、この予測よりも

下回ることは確実である。 

（オ）他方、宇都宮市水道局は現在、地下水源を含めて２６万㎥／日の給水能力を有して

おり、２０１１年においても約５万㎥／日の余裕がある。これを一人当たりの給水量

を４２５ℓとして計算すると２万１２５０人分に当たり、多少の人口の変動や一人当た

りの給水量の増加には十分対応できるものであり、宇都宮市が新たな水源を求めるた

めに、本件ダム事業に参加する必要性はない。 

（カ）宇都宮市包括外部監査人佐藤行正が行なった平成１５年度の包括外部監査において

も、湯西川ダムからの利水については、「水源別原価計算が行なわれることが前提であ

るが、湯西川ダムからの取水が可能となると、取水量の縮小や水源の取捨選択を行な

われければ、余剰水が発生することも予想される。将来の市町村合併も視野に入れた

ところで、各水源における施設整備費、水源費、維持管理費のコストや、将来におけ

る給水の安全性の確保の観点から、最も有利な水源構成を考える必要があると思われ

る。このような状況下で、湯西川ダムからの利水量を見直し、宇都宮市にとって必要

な水源を確保すべきと考える。」（包括外部監査報告書２５頁）とされているのである。 

 

ウ 渇水対策としても新規ダムの建設は不要 

（ア）何年に１回かの渇水年になると、ダムの湖底が見えつつある状態が報道され、渇

水が深刻化すれば水無し都市になってしまうのではないかという恐れを抱かせる。

しかし、実際には渇水時の利根川の流量維持にダムが果たす役割はあまり大きくは
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なく、たとえダムが空になっても利根川の流量が途絶えることはない。 

（イ）１９９４（平成６）年の利根川渇水を例にとれば、ダムからの補給は３割程度で、

残りは森林等が生み出したものであり、ダムの役割は意外と小さい。渇水時の流量

を増やすためには、新たなダムを建設するよりも、保水力の大きい広葉樹林を中心

とする森林の整備が図ることの方がはるかに重要である。 

（ウ）日本の場合、降水量が少ない期間が１年以上続くことはまずあり得ない。渇水と

いってもせいぜい数カ月の間であり、次の代替手段をとれば、大渇水を乗り切るこ

とは十分に可能である。 

① 農業用水から都市用水への一時的な融通  

② 日頃からの構造的な節水施策の推進  

③ 渇水時における地下水の利用拡大  

（エ）また、最近は各水道事業体が十分な水源を保有するようになったので、渇水がき

ても、断水に至ることはほとんどなく、生活への影響を避けられるようになってい

る。 

 

（２）治水面でも必要性がない本件ダム事業 

前述のとおり、湯西川ダムの治水目的は鬼怒川および利根川本川下流の洪水対策で

ある。１９７３年に利根川水系の治水計画（工事実施基本計画）が改定されたが、こ

の計画では、鬼怒川水系の治水ダム計画は五十里ダム、川俣ダム、川治ダムで完結す

ることになっていた。それにもかかわらず、１９８０年に策定された利根川水系工事

実施基本計画では新たな治水ダムとして湯西川ダムが追加された。これは、湯西川ダ

ム計画がその後浮上したため、急遽、湯西川ダムも治水上、必要であるかのように、

治水計画が書き換えられたことを意味している。このように湯西川ダムは、治水計画

において屋上屋を重ねるように付加されたものであるから、その必要性は希薄である。 

 

（３）本件各負担金の負担および支出は、いずれも地方財政法第４条に違反する。 

 ア 上述のとおり、宇都宮市は本件ダム事業による水利権を開発して、水道用水の水源

を確保する必要を全く有していない。 

このように地方公共団体の存立目的を達成する上での必要性を欠く公金の支出は、

地方財政法第４条に違反する。 
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 イ 本件各負担金のうち、特ダム法第７条、河川法第６３条に基づく負担金は、国土交

通大臣の納付通知によって納付義務が発生するものであるが、本件ダムが利水上、治

水上の効用を有しない事実は、客観的に明白であるから、関係する納付通知は無効で

あり、被告らはその拘束を受けない。 

 

 ウ また、水特法第１２条第１項第１号ないし第２号に基づく負担金と、（財）利根川・

荒川水源地域対策基金に対する負担金は、宇都宮市と栃木県との間の協定に基づいて

支払義務が発生するものであるが、本件ダムが宇都宮市にとって利水上も必要性がな

いことについては、栃木県においても、当然知っており、または知り得べき事実であ

るから、上記協定は無効であり、被告らはその拘束を受けない（昭和６２年５月１９

日最高裁判決、判例時報１２４０号６２頁参照）。 

 

（５）被告水道事業管理者による各負担金の負担および支出は地方財政法第３条に違反す

る。 

 ア 被告水道事業管理者が負担し支出する負担金は、いずれも上水道の用に供するため

の水利権を確保することを目的とする負担金であるが、地方公営企業の経費は、極め

て限定的な例外を除いて、当該「企業の経営に伴う収入をもって充てなければならな

い」（地方公営企業法第１７条の２、第２項）とされているから、支出に見合う収入

が確保できる見込みがなければならないのは、当然である。 

 

イ 前述のとおり宇都宮市の上水道について、既に大幅な「水余り」が生じているとい

うことは、とりもなおさず今後追加的に調達する水は、需用者に対して売れる見込み

がないこと、従ってその料金を収入として算定することが不能であることを意味する。 

従って、水道事業管理者が負担金を負担・支出する行為は、地方財政法第４条ばか

りでなく、同法第３条第２項にも違反することになる。 

 

（６）被告水道事業管理者が国土交通大臣に対し、ダム使用権設定申請を取り下げないこ

とは、地方財政法第８条に違反する。 

 ア ダム使用権設定予定者の地位が、物権としてのダム使用権の設定を受けるべき権利、
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すなわち地方公営企業の用に供する資産であって、その財産管理について地方財政法

第８条の規律を受けることは前述したとおりである。 

 

 イ 本件ダムの使用権を確保しても、宇都宮市の水道事業はこれに見合った収入を、全

く得ることができないのに対し、本件ダム使用権設定申請を取り下げ、関係水利権の

返上をするならば、今後の負担金の負担・支払いの義務を免れるのはもとより、既払

い分についても一定の条件付きで返還を受けることができる（特ダム法第１２条）。 

 

 ウ 従って、宇都宮市の水道事業に属する財産を管理する上で、本件ダム使用権設定申

請を取り下げることにより宇都宮市の利益を実現することが、被告水道事業管理者の

宇都宮市に対する忠実義務を全うする所以である。 

逆に言えば、このような財務会計上の権限の行使を怠ることは、地方財政法第８条

に違反することになる。 

 

 エ そして、このような財産の管理権の行使は、国土交通大臣の協力を全く必要とせず、

申請者側の一方的な選択として行なうことができるのである。 

前述のとおり、地方自治体（水道事業者）がみずから推進する事業を中止するにと

どまらず、国の直轄事業や、水資源機構の事業からも撤退した例が少なくないことは、

これが地方自治体自身の選択の問題であることを示すものである。 

 

 

６ 住民監査請求の経由 

原告らはいずれも本年９月１０日付で宇都宮市監査委員に対し、本件各被告を名宛人

とする、本件請求と同一内容の勧告を発することを求めて、住民監査請求を行なった。 

しかし、宇都宮市監査委員は、本年９月１４日付で原告らの請求を却下する旨の監査

結果を原告らに通知した。 

 

７ 結論 

 以上の次第で原告らは、地方自治法第２４２条の２第１項第１号に基づき、被告らに

対し、本件ダムに関する利水上の各負担金の支出の差止めを求め（請求の趣旨１項およ
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び３項）、また、同項第３号に基づき、被告水道事業管理者が財産（ダム使用権の設定を

受けるべき地位）の管理を怠る事実の違法確認を求める（同２項）とともに、同項第４

号に基づき宇都宮市長および宇都宮市水道事業管理者の地位にあった個人に対し然るべ

き損害賠償請求がなされるべきことを求めて（同４項）本訴に及んだのである。  

  なお、当事者目録中の宇都宮市市長名については、２００４（平成１６）年１１月２

８日に実施される宇都宮市選挙により、新市長が決まり次第補充する。 

 

第３ 立証方法 

   甲第１号証  監査結果通知書 

   以上のほか、口頭弁論期日において、必要に応じ提出する。 

 

第４ 添付書類 

 １ 甲第１号証の写   １通 

 ２ 訴訟委任状     ３通 
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当 事 者 目 録  
 

〶３２１－０３１９ 栃木県宇都宮市若松原３丁目１４番２号 

原    告   市民オンブズパーソン栃木 

上記代表者代表  高   橋   信   正 

 

〶３２０－０８３７ 同市弥生２丁目１４番１７号 

原    告   石   川   輝   雄 

 

〶３２０－０８２１ 同市一条４丁目５番１１号 

             原    告   大   木   敏   子 

 

〶３２０－０８１８ 同市旭１丁目１番５号 

             被    告   宇都宮市長 

 

〶３２０－０８２２ 同市河原町１番４１号 

             被    告   宇都宮市上下水道事業管理者 

                     上下水道局長 今 井 利 男 
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原 告 代 理 人 目 録 
 

 

〶320-0821  栃木県宇都宮市一条 4丁目 5番 11号 大木一俊法律事務所 

             ℡028-636-0596 Fax028-637-4886（送達場所） 

弁 護 士  大    木    一    俊 

 

〶320-0036  同市小幡 1丁目 1番 21号 オノセﾋﾞﾙ 3階 山口益弘法律事務所 

弁 護 士  山  口  益  弘 

 

〶320-0036  同市小幡 2丁目 7番 8号 須藤博法律事務所 

弁 護 士  須  藤     博 

 

〶320-0036  同市小幡 1丁目 4番 4号 米田軍平法律事務所 

弁 護 士  米  田  軍  平 

 

〶320-0808  同市宮園町 8番 2号 松島ﾋﾞﾙ 3階 とちぎ市民法律事務所 

弁 護 士  田  中  徹  歩 

 

〶320-0821  同市西 2丁目 3番 5号 斎藤ﾋﾞﾙ 3階 佐藤秀夫法律事務所 

弁 護 士  一  木     明 

 

〶320-0036  同市小幡 1丁目 1番 21号 オノセﾋﾞﾙ 5階 小野瀬芳男法律事務所 

弁 護 士  小野瀬   芳  男 

 

〶320-0036  同市小幡 1丁目 1番 21号 オノセﾋﾞﾙ 4階 わかさ法律事務所 

弁 護 士  若  狭  昌  稔 

 

〶231-0012  神奈川県横浜市中区相生町 1-18 光南ﾋﾞﾙ 6階 

弁 護 士  大  川  隆  司 
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〶970-8026  福島県いわき市字八幡小路 66-9 廣田次男法律事務所 

弁 護 士  廣  田  次  男 

 

〶370-0852  群馬県高崎市中居町 3-3-7 弁護士法人菅野庄一法律事務所 高崎事務所 

弁 護 士  嶋  田  久  夫 

 

〶371-0803  同県前橋市天川原町 1-3-5 野上法律事務所 

弁 護 士  野  上  恭  道 

 

〶371-0843  同市新前橋町 1-35法律事務所コスモス 

弁 護 士  樋  口  和  彦 

 

〶310-0022  茨城県水戸市梅香 2-2-45 朝日ﾋﾞﾙ 2階水戸翔合同法律事務所  

弁 護 士  谷  萩  陽  一 

 

同所 

弁 護 士  五  來  則  男 

 

〶305-0034  同県つくば市小野崎小池 131 坂本博之法律事務所 

弁 護 士  坂  本  博  之 

 

〶330-0064  埼玉県さいたま市浦和区岸町 6-1-24小林総合法律事務所 

弁 護 士  小  林  哲  彦 

 

〶330-0063  同市浦和区高砂 3-10-4 埼玉総合ﾋﾞﾙ 埼玉総合法律事務所 

弁 護 士  野  本  夏  生 

 

〶360-0041  同県熊谷市宮町 2-95間庭ﾋﾞﾙ 2階 けやき総合法律事務所 

弁 護 士   南  雲  芳  夫 
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〶358-0001  同県入間市向陽台 1-1-20 入間駅前ﾌﾟﾗｻﾞ 8-704 田島義久法律事務所 

弁 護 士  川  井  理砂子 

 

〶260-0013  千葉県千葉市中央区中央 4-10-12蚕糸会館 千葉中央法律事務所 

弁 護 士   有  坂  修  一 

 

同所 

弁 護 士   中  丸  素  明 

 

〶260-0013  同市中央区中央 4-10-8光建ﾎﾞｲｽ 205 植竹法律事務所 

弁 護 士   植  竹  和  弘 

 

〶260-0013 同市中央区中央 3-15-6 やまちょうﾋﾞﾙ 6階 渚法律事務所 

             弁 護 士  廣  瀬  理  夫  

 

〶260-0014  同市中央区本千葉町 2-13福井ﾋﾞﾙ 6階 

弁 護 士   菅  野     泰 

 

〶271-0062  同県松戸市松戸 1281-29 住友生命松戸ﾋﾞﾙ 5階 東葛総合法律事務所 

弁 護 士   及  川  智  志 

 

〶160-0003  東京都新宿区本塩町９ 光丘四谷ﾋﾞﾙ６階 四谷見附法律事務所  

弁 護 士   高  橋  利  明 

 

〶160-0022  新宿区新宿 1-15-9さわだﾋﾞﾙ 5階 東京共同法律事務所 

弁 護 士   只  野     靖 

 

〶105-0001  港区虎ノ門 2-5-4 末広ﾋﾞﾙ 7階 森の風法律事務所 

弁 護 士   朝  倉  淳  也 
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〶105-0003  港区西新橋 2-2-5 竹内ﾋﾞﾙ 3階 佐和法律事務所 

弁 護 士   佐  和  洋  亮 

 

〶102-0083  千代田区麹町 6-4麹町ﾊｲﾂ 502 谷合周三法律事務所 

弁 護 士   谷  合  周  三 

 

〶102-0072  千代田区飯田橋 4-7-11 ｶｸﾀｽ飯田橋ﾋﾞﾙ 304 山崎・秋山法律事務所 

弁 護 士  福  田  寿  男 

 

〶104-0061 中央区銀座 4-9-6三原橋ﾋﾞﾙ 7階 第一法律事務所 

弁 護 士  羽  倉  佐 知 子 

 

〶171-0021  豊島区西池袋 1-17-10 池袋ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ 6階 城北法律事務所 

弁 護 士  田  見  高  秀  

 

同所 

弁 護 士  松  田  耕  平 

 

〶190-0022  立川市錦町 1-17-5 三多摩法律事務所 

弁 護 士   土  橋     実 

 

〶194-0022  町田市森野 1-8-17 まちだ・さがみ法律事務所 

弁 護 士  中  野  直  樹 

 

 

 

 

 


